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⑭　⑪の金額に基づく地方法人税の
　額

⑮　⑪の金額に基づく道府県民税の
　額

⑯　⑪の金額に基づく市町村民税の額

1　 ⑧又は⑫の各欄は、⑦又は⑩の各欄の金額を受託者の事業年度の所得とみなして地方税法の規定を適用して計算した「事業税の額」 
　を記入します。
2　 ⑨又は⑬の各欄は、⑦又は⑩の各欄の金額を受託者の事業年度の所得とみなして地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適
　用して計算した「地方法人特別税の額」を記入します。
3　 ⑪欄は、⑩欄の金額を受託者の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した「法人税の額」を記入します。
4　 ⑭欄は、⑪欄の「法人税の額」を基に地方法人税法の規定を適用して計算した「地方法人税の額」を記入します。
5　 ⑮又は⑯の各欄は、⑪欄の「法人税の額」を基に地方税法の規定を適用して計算した「道府県民税の額」又は「市町村民税の額」を記入
　します。
6　 ⑰欄の記入に当っては、裏面の 4 をご確認ください。
7　 ⑲欄の金額を第 1表の受託者の㉗欄に転記します。　⑲欄の金額　(⑥－⑰)　がマイナスとなるときは　「0」　と記入します。



　「⑰」欄は、遺贈があった日の属する事業年度が東日本大震災からの復興のための施策を実施するため

に必要な財源の確保に関する特別措置法第45条に規定する課税事業年度である場合には、「⑪」から「⑯」

までの各欄の金額の合計額に、「⑪」欄の金額を同法第44条に規定する基準法人税額とみなして同法第47

条及び第48条の規定を適用して計算した「復興特別法人税の額」を加算した金額を記入します。
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